
はじめに

「海の憲法」とも呼ばれる国連海洋法条約は、その発効からすでに20年以上が経過し、海

洋秩序の基本的な法的枠組みとしての地位を確立するに至っている。条約の当事国数は167

ヵ国に達し、主要国のなかでは唯一条約を批准していない米国も、条約の主要な規定が同時

に慣習国際法であるとの立場を明らかにしてきた（1）。国際連合総会で毎年採択される「海洋

及び海洋法」と題した決議では、「そのなかで海洋におけるすべての活動が行なわれなければ

ならない法的枠組み」として国連海洋法条約にその前文で繰り返し言及している（2）。

国連海洋法条約の最大の成果は、海洋資源に対する独占権・優先権を目的としたさまざま

な海域主張が行なわれていたなかに、明確な法的枠組みをもたらしたことである。そこでは、

海洋の利用に関する多様な利害関係の調整が、領海や排他的経済水域（EEZ）といった海域

ごとの機能的な国家管轄権の配分によって行なわれ、かつ、こうした調整結果の全体が一括

の「パッケージ・ディール」として採択された。このように海洋における国家の管轄権を配

分する基本的な枠組みとしての国連海洋法条約は、さまざまな課題が指摘されつつもおおむ

ね肯定的に評価されてきた（3）。

しかしながら、採択時の利害関係の反映である条約の法的枠組みは、同時に状況の変化や

新たな課題に対応できなければ、実効性のある枠組みであり続けることはできない。この点

で、条約内容の変更・修正のための制度的なメカニズムに乏しい国連海洋法条約を中心とし

た現代の海洋秩序にとって、国際海事機関（IMO）による規則・基準の設定と、その国連海

洋法条約体制への取り込みが果たしている機能が注目される。本稿では、国連海洋法条約体

制におけるIMOの位置づけを検討したうえで、海洋の利用と海洋環境の保護をめぐる利害調

整の場面に IMOが関与した2つの事例を例示的に考察して、IMOの活動がどのように海洋秩

序の発展に対して貢献してきたのかについて明らかにする。

1 国連海洋法条約と IMOの関係

（1）「枠組み条約」としての国連海洋法条約

環境分野の条約では附属書または議定書の採択を通じて条約体制の発展を漸次的に図るこ

とを予定した枠組み条約の形式がしばしばとられるが、国連海洋法条約はこの意味における

枠組み条約ではない（4）。しかし、国連海洋法条約は条約上の義務の具体的な内容や権利行使
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の基準について、条約の外で作成・形成された規則・基準を参照する規定を多用しており、

これを捉えて一種の「枠組み条約」または「傘（アンブレラ）条約」であると表現されるこ

とがある（5）。例えば、すべての国は自国を旗国とする船舶からの海洋汚染を防止・規制する

法令の制定を義務づけられているが、その法令の内容については「権限のある国際機関又は

一般的な外交会議を通じて定められる一般的に受け入れられている国際的な規則及び基準と

少なくとも同等の効果を有するもの」とされている（国連海洋法条約第211条2項）。参照条項

の利用によって権利義務の内容・基準は条約規定のなかには固定されず、条約外での展開に

応じて「自動的に調整」されていくことになる（6）。

このように、国連海洋法条約における参照条項の利用は単に詳細な技術的事項を別の文書

に委ねる立法技術としての意義を有するだけではなく、海上の安全や海洋環境保護に関する

国際規則・基準が条約外で漸進的に発展していくことを予定し、その時点で一般的に受け入

れられている国際規則・基準を条約体制に取り込む機能を果たすものである。そして、こう

した国際規則・基準の多くは、各国が実施すべき規制内容の下限や、外国船舶に対する沿岸

国の規制権限の上限を画するものとしての位置づけを与えられている（7）。前述の第211条2項

は、船舶からの海洋汚染に関する旗国の最小限の義務を国際規則・基準によって特定するも

のである。他方で、例えば第21条は、領海を無害通航中の船舶に関して沿岸国に一定事項の法

令制定権を与える一方で（第21条1項）、「外国船舶の設計、構造、乗組員の配乗、設備」につい

ては、「一般的に受け入れられている国際的な規則又は基準を実施する場合」でない限り適用

しない（同2項）として、国際規則・基準を沿岸国が行使しうる権限の限界としている。

旗国、沿岸国そして寄港国との間の管轄権の配分は国連海洋法条約の根幹部分である。そ

うした規定における統一的な国際規則・基準への依拠は、国際航行の利益の保護を目的にし

たものである。円滑な国際交通を実現するためには、通航中の船舶に対する沿岸国の介入は

最小限であることが望ましく、また各国が船舶のハード面についてさまざまな規制を採用す

る場合には通航自体が困難となる。前述の第21条2項の規定は、複数の国の領海を通航する

際に船舶の基本的な構造や配乗に変更を加える必要がないことを確保するものである（8）。こ

のように、国際海運に従事するすべての国家は規則・基準の統一性に利益を有する一方で、

具体的な規制・基準のあり方についてはしばしば関係国間の利害関係が交錯することになる。

国連海洋法条約が参照する具体的な国際規則・基準を作成する作業は、そうした関係国の間

の利害調整の実質的な部分を担うことになる。

（2） IMOにおける規則・基準の作成

IMOは国連の専門機関であり、海運に関する技術的な規則・慣行について政府間協力のた

めの機構を提供し、海上の安全、能率的な船舶運航、海洋汚染の防止に関し実行可能な最高

基準の一般的な採択を推奨・促進することを目的としている（9）。IMOではこれまで、海上の

安全、海洋汚染の防止、油濁責任および海上貿易の促進といった分野において多数の条約お

よび関連文書を採択してきた。本稿と関係する海上の安全と海洋汚染の防止の分野において

は、それぞれ「海上における人命の安全のための国際条約（SOLAS条約）」および「1973年の

船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書（MARPOL条約）」をはじめ
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とする諸条約が存在する。

海事の分野におけるIMOによる国際規則・基準の作成は早くから行なわれていたが、国連

海洋法条約の交渉期以降は、同条約の枠組みとIMOが作成する国際規則・基準との整合性に

注意が払われてきた。国連海洋法条約とIMOの活動との関係については、IMO事務局が検討

を行なって報告書を作成しており、その後の展開に照らした改訂も行なわれている（10）。この

報告書は、両者の関係について、国連海洋法条約は旗国、沿岸国、寄港国の管轄権を定義す

るものであるのに対して、IMOが作成する法文書は海上安全および海洋汚染防止規則の遵守

を確保するために各国がどのように管轄権を行使すべきかを特定するものであると整理を行

なっている（11）。そして国連海洋法条約の参照条項との関係では、海上安全および汚染の防止

について「権限のある国際機関」が単数形で規定されている場合にはIMOのことであるとし、

また複数形の場合でもIMOを含む場合があることを確認している（12）。この報告書はIMOが関

連する国連海洋法条約の規定について、IMOの具体的な活動との関係を包括的かつ詳細に整

理している。

実際にも IMO関連の諸条約とその関連法文書は「一般的に受け入れられている」または

「適用のある」国際的な規則・基準の主要なものとして取り扱われてきた（13）。また、IMO関

連の諸条約の多くはいわゆる「タシット（tacit acceptance）方式」を採用して、きわめて効率

的なかたちで新たな課題や技術革新に対応する国際規則・基準を更新してきた（14）。この方式

の下では、条約改正のための協議をIMOの加盟国ではない条約当事国を含めて開催するIMO

委員会の拡大会合において実施し、条約改正案を決議として採択する。例えば同方式を採用

するMARPOL条約では、附属書の改正は原則として3分の2の多数決によって採択され、締

約国の3分の1または世界の商船船腹量の50%に相当する締約国による異議がない限り、受

諾されたものとみなされる。通常の条約改正手続きに比べて迅速な規則の改正が可能であり、

IMOにおけるこうした規則作成プロセスは「準立法的」なものとも評価されている（15）。

2 海洋の利用・保護をめぐる利害の調整と IMO

（1） プレステージ号事件とタンカー規制

IMOが作成する国際規則・基準の多くは、船舶の建造・設計等に関するきわめて技術的な

規則・基準である。しかし、そうした技術的な規則・基準であっても、その統一性の維持が

国連海洋法条約における沿岸国と旗国との間の管轄権配分のために重要な意義を有している

ことをあらためて認識させた事件として、2002年のプレステージ号事件が挙げられる。同年

11月に老齢のシングルハル（一重船殻構造）タンカーであるプレステージ号がスペイン沖で

沈没し大規模な油濁汚染を引き起こした事件を契機として、欧州連合（EU）では国際規則・

基準を超える独自規制を実施する動きが生じた（16）。プレステージ号事件とその後の展開は、

国際海運のための統一的な規則の重要性と、その作成におけるIMOの役割の重要性とを示す

ものとなった。

プレステージ号事件は、自国沿岸に近い海域を航行する船舶に対する沿岸国の規制権限と、

国際交通を実現するために伝統的に認められてきた旗国の航行の権利・自由との間のバラン
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スをいかに図るかという海洋法秩序にとってきわめて本質的な問題を再燃させるものであっ

た。スペインをはじめとした欧州の沿岸国は、事故への対応として重質油を積載するシング

ルハルタンカーが自国の港および内水に入域することを禁止する法令を制定したのみならず、

通航中のものも含めた外国のシングルハルタンカーを自国EEZから排除する措置をとった（17）。

入港禁止措置は必ずしも国連海洋法条約に違反しないとしても（18）、船体の構造に関する沿岸

国の上乗せ規制を根拠としたEEZからの排除は明確な条約違反であった（19）。

またEUは2003年の規則1726/2003によって、EU加盟国を旗国とするすべてのタンカーに

加え、EU加盟国の港湾、洋上ターミナルまたは錨泊地に出入りするすべてのタンカーを対象

とする規制を一方的に強化した。実施されたのは、シングルハルタンカーによる重質油の輸

送の即時禁止、国際基準よりも前倒しでのシングルハルタンカーのフェーズアウト、そして

フェーズアウト前のシングルハルタンカーに対する検査の強化といった措置である。また、

実現可能性は薄かったとはいえ、欧州委員会および欧州議会では海洋環境に脅威となる外国

船舶に対して沿岸国が実効的な措置をとることができるよう、国連海洋法条約の改正に向け

た呼びかけまで行なわれた（20）。

事態の収拾は、最終的には IMOにおける交渉を通じて実現した。EUは独自に実施した規

制を国際規則とすべくMARPOL条約附属書Iの改正を提案したが、日本を含めた他の締約国

からは懸念が表明され、EUの規制を基調として一定の例外を設ける妥協案によって決着に至

った（21）。EUが単独で実施したシングルハルタンカーのフェーズアウトの前倒し、およびシン

グルハルタンカーによる重質油の輸送禁止は国際基準として採用されたが、一定の例外が設

けられることとなり、ただし例外が適用される船舶について、沿岸国は入港を拒否できるも

のとされた。その結果、沿岸国が領域国として本来的に裁量を有している入港拒否の問題は

ともかく、EEZでの国際規則・基準に基づかない外国船舶への規制の常態化といった国際航

行の利益にとって深刻な事態に至ることは免れた。

プレステージ号事件後の展開では、IMOにおける統一的な国際規則・基準の作成を通じた

旗国と沿岸国との間の調整の仕組みが有効に機能することで、国連海洋法条約体制の枠組み

自体は維持されたと言える（22）。議論の過程では時代遅れの条約枠組みが海洋環境保護の現代

的要請に応えられていない等の主張もなされたが、問題は海上の安全および環境保護に関す

る国際規則・基準の高低の調整問題としてIMOで処理され、その結果が参照条項を通じて条

約体制に取り込まれたことになる。もっとも、EUによる一方的規制の断行を背景にした国際

規則・基準の作成には問題も大きく、問題の構造自体は解決されていない。海洋秩序は、こ

れまでも特定国の一方的行為を契機として展開することがあったが、今後も国際標準主義と

単独主義・地域主義の緊張関係のなかで展開していくものと思われる。

なお、プレステージ号事件を契機としたIMOにおけるもうひとつの動きとしては、特別敏

感海域（PSSA）制度への注目があった。同制度は海洋環境保護を目的としてIMOの枠組みの

なかで形成されてきたものであり、IMO総会決議として採択されたガイドラインに基づいて

運用されている（23）。そこでの定義によれば、PSSAとは「認められた生態学的、社会経済的ま

たは科学的な特性の重要性により、国際海運活動から受ける損害に脆弱な、IMOによる行動
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を通じて特別な保護を必要とする海域」であり、IMOにおける承認を経て指定された海域で

は国連海洋法条約またはIMO関連諸条約の下での既存の権限の範囲内で「関連保護措置」と

呼ばれる措置がとられる。

プレステージ号事件後、欧州の5ヵ国は欧州西部沿岸の大西洋の広い海域にPSSAを設定

し、関連保護措置としてシングルハルタンカーの航行を排除することを提案していた。この

提案は、EEZ内における航行の権利・自由と抵触するものとして批判を受け、MARPOL条約

附属書 Iの改正に関する妥協が成立した後に撤回されたが、危険物を積載した船舶に48時間

の事前通告の義務を課す関連保護措置は航行の自由・権利とも両立するものとして認められ、

2004年に西ヨーロッパPSSAとしての指定を受けている（24）。PSSAの制度はその性質上、指定

によって沿岸国に追加的な権限を付与するものではないが、国連海洋法条約体制の枠組みの

なかで特定の海域における通航と環境保全の調和のあり方をIMOにおける手続きを通じて可

視化し管理するための手段としての意義を有している（25）。

（2） 極海コードの採択と北極海航路の規制

IMOにおいて作成された新たな国際規則として現在最も注目されているものに、北極およ

び南極周辺海域で運航する船舶に適用される国際規則・基準を定めた、いわゆる「極海コー

ド（Polar Code）」がある（26）。IMOではすでに1990年代から極海の航行に関する規則策定の議

論が始まっており、2002年には北極を対象とした非拘束的なガイドラインを制定した（27）。気

候変動に伴い北極海航路の今後の可能性に注目が集まるなかで（28）、極海に適用される法的拘

束力ある規則の制定に向けた議論が進んでいたが、2014年11月にIMO海上安全委員会、そし

て2015年5月に同海洋環境保護委員会において極海コードは採択された（29）。

極海コードは新たな条約としてではなく、既存の IMO関連条約であるSOLAS条約および

MARPOL条約の附属書の改正により実現した（30）。この方法の利点は、両条約が採用するタシ

ット方式により早期の発効が見込めることにある。このため、極海コードは海上の安全に関

する部分と汚染の防止に関する部分に分かれている。2014年11月にIMO海上安全委員会が採

択したのは、極海コードのうち海上安全に関する義務的な要件を規定した第 I―A部と海上安

全に関する勧告を規定した第I―B部であり、委員会は同時に第I―A部をSOLAS条約の下で義

務化するための同条約附属書の改正案を採択した（31）。海洋環境の保護に関する第II―A部と第

II―B部についても同様に、2015年5月に開催されたIMO海洋環境保護委員会において、MAR-

POL条約附属書の改正案とともに採択された。また、船員訓練・資格証明・当直基準につい

ては、STCW条約（1978年の船員の訓練および資格証明ならびに当直の基準に関する国際条約）の

改正も予定されている。

極海コードは、SOLAS条約、MARPOL条約、STCW条約の各要件に、極海に特有の事情を

勘案して必要となる上乗せ要件を課すものである。その具体的な内容は技術的な基準であり、

義務的なものとして採択された海上安全に関する第 I―A部では、主として船体構造や設備に

ついて海氷との衝突や極海の過酷な気象条件を考慮した基準を定めているほか、運航マニュ

アルの整備、航行計画の策定および配乗・訓練に関する事項などのソフト面についても基準

を設けている。また、MARPOL条約およびSTCW条約の附属書改正に関係する部分では、油
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の排出を原則として禁止することや、海氷の状況等に応じた訓練を船員に義務づけることな

どが含まれている。このように、極海コード自体はあくまでも技術的な基準を定めているに

すぎないものの、同コードの採択は、北極海の航行利用をめぐる沿岸国と旗国との権限配分

という国連海洋法条約の枠組みにかかわる法的な問題とも密接に関連している。この点につ

いて、北極海の航路利用をめぐる沿岸国と他国との間の利害関係と、これを規律する国連海

洋法条約の規定を踏まえたうえで、さらに検討を加えたい（32）。

北極海を通る航路にはロシアの沿岸を通過する北極海航路（NSR: Northern Sea Route）とカ

ナダの沿岸を通過する北西航路が存在するが、沿岸国であるロシアおよびカナダはともに自

国の領海およびEEZを通航する船舶に対して国内法令に基づく規制を課しており、他国の航

行の利益との間で潜在的に緊張関係が生じている（33）。カナダは北極海域汚染防止法によって

自国EEZについて国際基準よりも厳しい環境規制を課すとともに（34）、カナダ北部船舶通航業

務海域規則（NORDREG）の制定により北西航路の大部分に「船舶安全管理海域」を設定し

て、入域に事前の許可を求めている（35）。他方、ロシアも2013年に新たに制定した「北極海航

路の航行に関する規則」において通航の事前許可制を敷き、航行安全および海洋環境保護を

目的とした水先案内人の乗船を義務づけるとともに、一定の場合には砕氷船の利用を義務づ

け、そのための手数料を徴収する仕組みを設けている（36）。

こうした規制は、領海での無害通航権およびEEZでの航行の自由を侵害するものとして通

常の海域では許されないが、国連海洋法条約は氷結海域に関する規定（第234条）を置いてお

り、カナダおよびロシアの国内法令がこの規定の下で許容されるのかが議論されている（37）。

第234条は氷結海域において、「航行並びに入手可能な最良の科学的証拠に基づく海洋環境の

保護及び保全に妥当な考慮を払ったもの」であることなど一定の要件の下に「船舶からの海

洋汚染の防止、軽減及び規制のための無差別の法令を制定し及び執行する権利」を沿岸国に

与えている。この規定は、国際航行の利益を重視する国連海洋法条約の枠組みのなかで、相

当の限定を加えつつも氷結海域の特殊性を理由に独自の規制を許容するものである（38）。

こうした議論が行なわれているなかで、氷結海域に関する国際規則・基準が発効したのち

に、なお沿岸国は一方的な国内規制を正当化しうるであろうか。各国の船主協会を会員とす

る国際海運会議所は2012年の北極における海運に関するポジション・ペーパーにおいて、沿

岸国がEEZ内の氷結海域において導入するものも含め、一方的な国内規制または地域的規制

は避けるべきであり、IMOによって提供される規制枠組みによって国際的に対処すべきであ

るとの立場を示している（39）。また学説においても、極海コードと国連海洋法条約との間の法

的な関係の整理として、条約として採択された場合には、後に成立した条約である極海コー

ドが国連海洋法条約に優先するという見解が主張されたこともある（40）。

しかし、第234条が国際規則・基準の有無を問わずに沿岸国に上乗せ規制を認める趣旨の

規定と理解されてきたことや、極海コードに関する附属書改正により新たに導入された

SOLAS条約第XIV章はその第2規則において「本章のいかなる規定も国際法の下での国家の

権利または義務を害するものではない」との規定を置いていることから、極海コードが第234

条に優先するとの立論は解釈論としては困難であると考えざるをえない（41）。もっとも、国際
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的な規則が成立した以上、一方的な規制を認めなければならない実質的な根拠が何であるの

かは問い直されなければならない。また、第234条の要件との関係では、沿岸国の上乗せ規制

が「航行並びに入手可能な最良の科学的証拠に基づく海洋環境の保護及び保全に妥当な考慮

を払ったもの」であるという点について、今後沿岸国側にいっそうの説明が求められること

になろう（42）。この点でIMOが採択した極海コードは、技術的な規則・基準の充実をもたらす

だけではなく、北極海における国家間の権限配分にかかわるこれまでの議論に、確実に新た

な要素を付け加えることになると思われる。

おわりに

IMOは一種の枠組み条約としての国連海洋法条約に対して、海上の安全と海洋汚染の防止

の分野を中心に国際的な規則・基準の実質的な中身を供給し、かつ状況に応じてそれを随時

更新するための枠組みを提供している。そこでの活動はその性質上、直接には技術的な事項

の調整であるが、国連海洋法条約体制に日々生じる問題の処理と今後の方向づけにとって重

要性をもちうる（43）。IMOは同時に、国連海洋法条約の採択時点以降の国際社会の利害関係の

バランスの変化、または採択時には予見されていなかった事項への対応においても、一定の

役割を果たしてきた。今後の海洋秩序を考えるうえでは、IMOが作成する一見専門的・技術

的な規則・基準が、より広く国連海洋法条約体制にとって有する意味について、常に注意深

く考察していく必要がある。
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